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学校法人岩永学園 寄附行為

第一章 総則

(名 称 )

第一条  この法人 は、学校 法人岩 永学 園 と称す る。

)

この法人 は、事務所 を長崎県長崎市上銭座町 11番 8号 に置 く。

第 章  目的及 び事 業

(目 的 )

第二条  この法人 は 、教 育基本 法及 び学校 教 育法 に従 い、学校教 育 を行 い、
医療 、教 育 。社 会福祉 、文化・教養 、商 業実務 の分野 で活躍 で き る人材

を育成 す る こ とを 目的 とす る。

(設 置 す る学校 )

第 四条  この法人 は 、前条 の 目的 を達成 す るた め、次 に掲 げ る学校 を設置
す る。

一  こころ医療福祉 専 門学校
二  こころ医療 福祉 専 門学校佐 世保校
=  Kokoro College Japan
四  こころ医療福祉 専 門学校 壱岐校

(収 益 事業 )

第五条  こ
益事 業 を

一  療術

次 に掲 げ る収

機 関 の設 置

(役 員 及 び評 議員 の設置 )

第六条 この法人 に、次 の役員 を置 く。

一  理事  5名

めたるて充こ営経の校学を益収のそま人
　
ｏ

法

う

の

行

業
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監事  2名
この法人 に、評 議員 6名 を置 く。

(理事選任機 関 )

第七条  この法人 の理事選任機 関は、評議員 会 とす る。
2 理 事選任機 関の構成 員 は、全 ての評議員 とす る。
3 監事 は、理 事選任機 関 に対 し必要 な報告 を行 お うとす る ときは、理事
長 に対 し、理事選 任機 関の招集 を請 求す る こ とがで き る。 この場合 にお

い て、理事長 は、理事選任機 関 を招集 しな けれ ばな らない。

4 理 事選任機 関の運営 に関 し必要 な事 項 は、理 事選任機 関運営規程 で定
め る。

第四章 理事会及び理事

第一節 理事の選任及び解任等

(理事 の選任 )

第 人条  理事 は、次 の各 号 に掲 げ る者 とす る。
一  校 長 の うちか ら評議 員会 において選任 した者   1名
二  前号 に規 定す る もののほか、評議員 会 にお いて選任 した者  4名
2 理 事選任機 関は、理事 の総数 が 5名 を下回 る こ ととな る ときに備 えて、
補欠 の理事 を選任 す るこ とがで きる。

(理 事 の資格及 び構 成 )

第 九条  理事 の選任 に当た つて は、私 立学校 法 第 三十一条 に規定す る資格
及 び構成 に関す る要件 を遵守 しな けれ ばな らない。

(理 事 の任期 )

第 十条  理事 の任期 は、選 任後 四年以 内 に終 了す る会 計年度 の うち最 終 の
もの に関す る定時評 議員 会 の終結 の時 まで とす る。 ただ し、任期 の満 了

前 に退任 した理事 の補欠 として選任 され た理事 の任期 は、前任者 の残任

期 間 とす る こ とが で き る。

2 理 事 は、再任 され る こ とがで き る。

(理 事 の解任 及 び退任 )

第十 一 条  理 事 が次 の各 号 のいずれ かに該 当す る ときは、 当該理事 を選任
した理 事選任機 関の決議 に よつて解任す る こ とがで き る。

一  職務 上 の義務 に違反 し、又 は職務 を怠 った とき
二  心身 の故 障 のた め、職務 の執行 に支 障が あ り、又 は これ に堪 えない
とき

三  理 事 としてふ さわ しくない非行 が あった とき
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理 事 が前項各 号 のいず れ か に該 当 し、理 事 の職 務 の執行 に関 し不 正 の

行為又 は法令若 しくは この寄附行 為 に違 反 す る重 大 な事実 が あつた に

もかかわ らず 、 当該理 事 の解任 を求 める 旨の議 案 が評議員 会 におい て否

決 され た ときは、評議員 は、当該議案 が否決 され た 日か ら二十 日以 内 に、

訴 えを もつて 当該 理事 の解任 を請 求す る こ とが で き る。

理 事 は次 の事 由に よつて退任 す る。

一  任 期 の満 了
二  辞任
二  死 亡

(理事 に欠員 を生 じた場合 の措 置 )

第十二条  理事 は、第 六条 に定 め る定数 を下 回 るこ ととなった ときは、任
期 の満 了又 は辞任 に よ り退任 した後 も、後任 の理 事 が選任 され るまで は、

なお理事 としての権利 義務 を有す る。

2 理事 の うち、そ の定数 の五分 の一 を超 え る ものが欠 けた ときは、一月
以 内 に補充 しな けれ ばな らない。

第二節 理事会及び理事の職務等

(理 事会 の構成 )

第十 三条  理 事会 は、全 て の理事 で組織 す る。

(理 事会 の権 限 )

第十 四条  理 事会 は、 この法人 の業務 を決 し、理 事 の職務 の執行 を監督 す
る。

(理事 の職 務 )

第十五 条  理 事 は、理事会 を構成 し、法令及 び この寄 附行為 で定 め る とこ
ろに よ り、職務 を執行す る。

2 理 事 の うち一名 を理事 長 とし、理事会 の決 議 に よつて選 定す る。理 事
長 を解 職す る とき も、 同様 とす る。

3 理 事 の うち 1名 以 内 を代表業務執行理事 とす る こ とがで きる。 代表 業
務執行理事 は、理事 会 の決議 に よつて選 定す る。 代 表業務執行理 事 を解

職す る とき も、 同様 とす る。

4 理 事 の うち 1名 以 内 を業務執行理事 とす る こ とが で きる。業務 執行 理
事 は、理事会 の決 議 に よつて選 定す る。業務 執行 理 事 を解職 す る とき も、

同様 とす る。

5 理 事長 は、 この法人 を代表 し、そ の業務 を総理す る。
6 代 表業務 執行理 事 は、 この法人 を代表 し、理事会 の定 め る ところに よ
り、理 事長 を補佐 して この法人 の業務 を掌理す る。

7 業務 執行 理事 は、理事 会 の定 める ところに よ り、理事長 を補佐 して こ
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の法人 の業務 を掌理 す る。

(代 表権 の制 限 )

第 十 六条  理 事長 及 び代表 業務執行理事 以外 の理 事 は、 この法人 の業務 に
つ いて、 この法人 を代表 しない。

(理 事 の報告義務 )

第十 七条  理事長 、代表 業務執行理事及 び業務 執行 理事 は、毎会計年度 に
四月 を超 える間隔 で二回以上、 自己の職 務 の執行 の状況 を理 事会 に報告

しなけれ ばな らない。

理事 会 の運 営

(招 集 )

第 十 人条  理事会 は、理事長 が招集す る。
2 理事長 が欠 けた とき又 は理事長 に事 故 が あ る ときは、各理事 が理事会
を招集 す る。

3 理 事長 以外 の理 事 は、理事長 に対 し、会議 の 目的 で あ る事項 を示 して、
理 事会 の招集 を請 求す る こ とがで き る。

4 理 事長 が、前 項 の請 求 のあった 日か ら五 日以 内に、そ の請求 の 日か ら
二週 間以 内の 日を理 事会 の 日とす る理事会 の招集 の通知 を発 しない場

合 には、招集 を請 求 した理事 は理事会 を招集 す るこ とがで きる。

5 理事会 を招集 す るには、各理事及 び各監事 に対 して、会議 の 日時及 び
場所並 び に会議 の 目的 で あ る事項 を書 面又 は電磁 的方法 に よ り通知 し

な けれ ばな らない。

6 前項 の通知 は、会議 の一 週 間前 まで に発 しな けれ ばな らない。ただ し、
緊急 を要す る場合 は この限 りではない。

7 前 二項 の規定 にか かわ らず 、理事会 は、理 事及 び監事 の全員 の同意 が
あ る ときは、招集 の手続 を経 るこ とな く開催 す るこ とがで き る。

(運 営 )

第 十 九条  理事会 に議 長 を置 き、理事長 を もつて充 て る。
2 前条第二項及 び第 四項 並び に第二十 九条 第 二頂 の規定 に基づ き理事会
を招集 した場合 にお け る理 事会 の議長 は、 出席 理 事 の互選 に よつて定 め

る。

(決 議 )

第 二十条  理事会 の決議 は、法令及 び この寄 附行 為 に別段 の定 めが あ る場
合 を除 くほか、決議 につ い て特別 の利 害 関係 を有す る理事 を除 く理 事 の

過 半数 が 出席 し、そ の過 半数 をもつて行 う。

2 前項 の規 定 にか か わ らず 、次 の決議 は、議 決 に加 わ るこ とがで き る理

第二節
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事 の数 の三分 の二以上 に当た る多数 を もつて行 わ な けれ ばな らない。

一  この寄附行為 の変 更
二  予算及 び事業計 画 の作成又 は変更
三  基本財産 の処分
四 借入金 (当 該会 計年度 内の収入 をもつて償 還す る一 時の借入金 を除
く。 )そ の他 予算外 の新 たな義務 の良担 又 は権利 の放棄
五  残余財 産 の帰属者 の決 定
六  収益 を 目的 とす る事業 に関す る重要 な事項
3 前 二項 の規 定 にか か わ らず 、次 の決議 は、理 事 の総数 の三分 の二以上
に 当た る多数 を もつて行 わ な けれ ばな らない。

一  私 立学校 法第 百 九条第 一項第一号 に定 め る事 由に よる解 散
二  この法人 の合 併
4 理 事 は、書 面又 は電磁 的方法 に よ り理事会 の議決 に加 わ るこ とがで き
る。

(業 務 の決 定 の委任 )

第 二十 一条  法令及 び この寄附行為 の規 定 に よ り理 事 会 において決 定 しな
けれ ばな らない事項 以外 の決 定 で あって、 あ らか じめ理事会 にお いて定

めた ものにつ いては、理事会 にお いて指名 した理 事 に委任す るこ とがで

き る。

(議 事録 )

第 二十 二条  理事会 の議 事 につい ては、法令 で定 め る ところに よ り、議 事
録 を作成 しな けれ ば な らない。

2 議 事録 には、議長 、 出席 した理事 の うちか ら互選 され た理事 二名 以上
及 び 出席 した監事 が署名 (電磁 的記録 に よ り作成 され る議事録 にあ つて

は、電子 署名 。 第 四十 七条 第 二項 において 同 じ。 )又 は記名 押 印 し、理
事会 の 日か ら十年 間 、 これ を事務 所 に備 えて置 か な けれ ばな らない。

第 五 章  監事

第一節 選任及び解任等

(監 事 の選任 )

第 二十 三条  監事 は、評 議 員 会 の決議 に よつて選任 す る。
2 前 項 の選任 に当た つて は、監事 の独 立性 を確保 し、かつ、利益 相反 を
適 切 に防止す るこ とが で き る者 を選任す る もの とす る。

3 評 議員 会 は、監事 の総数 が 2名 を下回 る こ ととな る ときに備 えて、補
欠 の監事 を選任す る こ とが で き る。
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(監 事 の資格 )

第 二十 四条  監事 の選任 に 当た って は、私立学校 法第 二十一条第 二項及び
第 六項 並び に第 四十 六条 に規 定す る資格 に関す る要件 を遵守 しなけれ

ばな らない。

(監 事 の任期 )

第 二十 五 条 監事 の任期 は、選任 後 六年 以内 に終 了す る会 計年度 の うち最 終

の もの に関す る定時評議 員 会 の終結 の時 まで とす る。 ただ し、任期 の満

了前 に退任 した監事 の補 欠 と して選任 され た監 事 の任期 は、前任者 の残

任期 間 とす るこ とが で き る。

2監 事 は、再任 され る こ とが で きる。

(監 事 の解任及 び退任 )

第 二十 六条  監事 が次 の各 号 のいずれ か に該 当す る ときは、評議員 会 の決
議 に よつて解 任す る こ とが で きる。

一  職 務 上 の義務 に違反 し、又 は職務 を怠 った とき
二  心身 の故 障 のた め、職 務 の執行 に支 障が あ り、又 は これ に堪 えない
とき

三  監事 としてふ さわ しくない非行 が あった とき
2 監 事 の職務 の執行 に関 し不正 の行為又 は法令 若 しくは この寄附行為 に
違反 す る重大 な事実 が あった に もかかわ らず 、 当該 監事 を解任す る旨の

議案 が評議員 会 にお いて否決 され た ときは、評 議 員 は、 当該評議員 会 の

日か ら二十 日以 内に、訴 えを もつて 当該 監事 の解任 を請求す るこ とがで

き る。

3 監 事 は次 の事 由に よつて退任 す る。
一  任 期 の満 了
二  辞任
二  死 亡

(監 事 の選任若 しくは解 任 又 は辞任 に関す る手続 )

第 二十 七条  理事 は、監事 の選任 に関す る議案 を評 議員 会 に提 出す るには、
監事 の過 半数 の同意 を得 な けれ ばな らない。

2 監 事 は、理事 に対 し、監事 の選任 を評議員 会 の会議 の 目的 とす る こ と
又 は監 事 の選任 に関す る議 案 を評議員会 に提 出す るこ とを請 求す る こ

とが で き る。

3 監事 は、評議員 会 にお い て、監事 の選任若 しくは解任 又 は辞任 につ い
て意 見 を述べ るこ とがで き る。

4 監事 を辞任 した者 は、辞任 後最初 に招集 され る評 議員会 に出席 して、
辞任 した 旨及 びそ の理 由を述 べ る こ とがで きる。

5 理 事 は、前項 の者 に対 し、 同項 の評議員 会 を招集 す る旨並び にそ の 日
時及 び場所 を通知 しな けれ ば な らない。
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(監 事 に欠員 を生 じた場合 の措 置 )

第 二十 人条  監事 は、第 六条 に定 め る定数 を下回 るこ ととなった ときは、
任期 の満 了又 は辞任 に よ り退任 した後 も、後任 の監事 が選任 され るまで

は、 なお、監事 と して の権利 義務 を有す る。

2 監事 の うち、そ の定数 の三分 の一 を超 え る ものが欠 けた ときは、一月
以 内 に補充 しな けれ ば な らない。

第二節 職務等

(監 事 の職務 )

第 二十 九条  監事 は、次 の各 号 に掲 げ る職務 を行 う。
一  この法人 の業務 及 び財 産 の状況並 び に理事 の職 務 の執行 の状況 を
監査す る こ と。

二  この法人 の業務 及 び財 産 の状況並 び に理 事 の職 務 の執行 の状況 に
つ いて、毎会計年度 、監査報告 を作成 し、 当該会 計年度 終了後二月 以

内 に理事会及 び評 議員 会 に提 出す るこ と。

三  理事会及 び評議員 会 に出席 して意 見 を述 べ る こ と。
四  この法人 の業務若 しくは財 産又 は理事 の職 務 の執行 の状況 に関 し
不 正 の行為又 は法令若 しくは寄附行為 に違反す る重 大 な事実 が あ る

こ とを発 見 した とき又 は不正 の行為 がな され 、若 しくは法令若 しくは

寄 附行為 の重大 な違 反 が生ず るおそれ が あ る と認 め る ときは、 これ を

理 事会及 び評議員会 並 び に長 崎県知事 に報告す る こ と。

五  前 号の報告 をす るた めに必要 が ある ときは、理 事長 に対 して理 事会
及 び評議員会 の招集 を請 求す るこ と。

六  前各 号 に掲 げ る もの の ほか、法令又 は この寄附行 為 に よ り監事 が行
うこ ととされ た職務

2 前 項第五号 の請 求 が あ つた 日か ら五 日以 内 に、そ の請 求 が あった 日か
ら二 週 間以 内 の 日を理事会 又 は評議員会 の 日とす る理 事会又 は評議員

会 の招集 の通知 が発 せ られ ない場合 には、そ の請 求 を した監事 は、理 事

会 又 は評議員 会 を招集 す る こ とがで きる。

(調 査 権 限等 )

第 二十 条  監事 は、いつ で も、理 事及 び職員 に対 して事業 の報告 を求 め、
又 は この法人 の業務及 び財 産 の状況 の調 査 をす るこ とがで き る。

2 監 事 は、理事 が評議 員 会 に提 出 しよ うとす る議案 、書類 その他私 立学
校 法施 行規則 で定 め る もの を調査 しなけれ ばな らない。 この場合 におい

て、法令若 しくは この寄 附行為 に違反 し、又 は著 しく不 当な事項 が ある

と認 め る ときは、そ の調 査 の結果 を評議員会 に報 告 しな けれ ばな らない。

(理 事 の行為 の差止 め )

第 二十 一条  監事 は、理 事 が この法人 の 目的 の範 囲外 の行 為 そ の他 法令若
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しくは この寄附行為 に違反す る行為 を し、又 はこれ らの行為 をす るおそ

れが ある場合 において、 当該理事の行為 によつて この法人 に著 しい損害

が生ず るおそれがある ときは、当該理事 に対 し、 当該行為 をや めること

を請求す ることがで きる。

第六章 評議員会及び評議員

第一節 評議員の選任及び解任等

(評 議 員 の選任 )

第 二十 二条  評議員 は、次 の各 号 に掲 げ る者 と し、評 議員会 において選任
す る。

一  この法人 の職員 の うちか ら選任 した者  2名
二  この法人 の設 置す る学校 を卒業 した者 で年 齢 二十五年 以上 の もの
の うちか ら選任 した者  1名
三  学識経験者 の うちか ら選任 した者  3名
2 前 項 第一号 に定 め る評 議員 は、 この法人 の職員 の地位 を退 いた ときは
評議 員 の職 を失 うもの とす る。

3 評 議 員会 は、評議員 の総数 が 6名 を下 回 る こ と とな る ときに備 えて、
補欠 の評議員 を選任 す る こ とが できる。

4 評 議 員 の選任 は、評 議員 の年齢 、性別 、職 業等 に著 しい偏 りが生 じな
い よ う配慮 して行 うもの とす る。

5 法 令及び この寄 附行 為 に定 め るもの のほか、評議員 の農任及 び解任 に
関 し必 要 な事項 は、評 議員 選任 ・解任規 程 にお い て定 め る。

(評 議 員 の資格 )

第 二十 二条  評議員 の選任 に当た っては、私 立学校 法 第 二十一条第 二項及
び第 六項 、第 四十 六 条第 二頂及 び第二項 並 び に第 六十 二条 に規 定す る資

格 及 び構成 に関す る要件 を遵守 しな けれ ばな らない。

(評 議 員 の任期 )

第 二十 四条  評議員 の任 期 は、選 任後六年 以 内 に終 了す る会計年度 の うち
最 終 の ものに関す る定時評 議員会 の終結 の時 まで とす る。 ただ し、任期

の満 了前 に退任 した評 議員 の補 欠 として選任 され た評 議員 の任期 は、前

任者 の残任期 間 とす る こ とがで きる。

2 評 議 員 は、再任 され る こ とができ る。

(評 議 員 の解任及 び退任 )

第 三十 五 条  評議員 が次 の各 号 のいずれ か に該 当す る ときは、 当該評議員
を選 任 した ものの決 議 に よつて解任す る こ とがで き る。
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一  職 務 上 の義務 に違反 し、又 は職務 を怠 った とき
二  心 身 の故障のた め、職務 の執行 に支 障 が あ り、又 は これ に堪 えない
とき

三  評 議員 としてふ さわ しくない非行 が あつた とき
2 評 議員 は次の事 由に よって退任す る。
一  任 期 の満 了
二  詳任
二  死 亡
3 評議員 は、第六条に定 める定数 を下回るこ ととなった ときは、任期 の
満 了又 は辞任 によ り退任 した後 も、後任 の評議 員 が選任 され るまでは、

なお、評議員 としての権利義務 を有す る。

第 節 評議員会及び評議員の職務等

(評 議 員 会 の構成 )

第 二十 六条  評議員会 は、全 ての評議員 で組織 す る。

(評 議 員 会 の職務等 )

第二十 七 条  評議員 会 は、 この法人 の業務若 しくは財 産 の状況 又 は役員 の
業務 執 行 の状況 につ いて、役員 に対 して意 見 を述 べ 、若 しくはそ の諮 問

に答 え、又 は役員 か ら報 告 を徴 す るこ とが で き る。

2 理 事 会 は、次 の各号 に掲 げ る事項 につい ての決 定 をす る ときは、 あ ら
か じめ評 議員会 の意 見 を聴 か な けれ ばな らない。

一  重 要 な資産 の処 分 又 は譲 受 け
二  多額 の借財
三  予 算 及 び事業計画 の作成 又 は変 更
四 役 員及 び評議員 に対 す る報酬等 (報 酬 、賞 与 そ の他 の職務 遂行 の対
価 と して受 け る財 産 上 の利 益及び退職 手 当をい う。 以下 同 じ。 )の 支
給 の基 準 の策定又 は変 更

五  収 益 事業 に関す る重要 事項
六  寄 附行為 の変 更             ヽ

七  予 算 外 の新 た な義務 の負担 又 は権利 の放棄
人  寄 附金 品の募集 に関す る事項
九  私 立学校 法第 百 九条第 一項 第下 号 に定 め る事 由に よる解散
十  合 併
十一  そ の他 この法 人 の業務 に関す る重要 事項 で理事会 にお いて必要
と認 め る もの

(理 事 の行 為 の差止 めの求 め )

第 二十 人 条  評議員 会 は、理 事 が この法人 の 目的 の範 囲外 の行為 そ の他 法
令 若 し くは この寄附行 為 に違反 す る行為 を し、又 は これ らの行為 をす る
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お それ が ある場合 におい て、 当該 行為 に よつて この法人 に回復す る こと

が で きない損 害 が生ず るお それ が ある ときは、監事 に対 し、第二十一条

の請 求 を行 うこ とを求 め る こ とがで きる。

2 前 項 の場合 において、 当該行 為 に よつて この法人 に回復 す るこ とがで
きない損 害 が生ず るおそれ が あ るに もかかわ らず 、評議員 会 において前

項 の請 求 を行 うこ とを監事 に求 め る旨の決議 が否決 され た とき、又 は当

該 請 求 を行 うこ とを監事 に求 め る 旨の評 議員会 の決議 が あった後遅滞

な く当該 請求 その他 の手続 が行 われ ない ときは、評 議 員 は、 当該理事 に

対 し、 当該行為 をや め る こ とを請 求す る こ とがで き る。

(責 任 追及 の訴 えの求 め )

第二 十 九条  評議員 会 は、役 員 又 は清算 人 が任務 を怠 つた こ とに よつて こ
の法人 に損害 が生 じた場合 には、書面又 は電磁 的方 法 に よ り、理事長 (理

事 の責任 を追及す る場合 には監事 )に 対 し、役 員 又 は清算 人 の責任 を追
及 す る訴 えの提起 を求 め る こ とが でき る。

評 議 員 会 の運 営

(開 催 )

第 四十 条  評議員会 は、定 時評議員 会 と して毎会計年 度 終 了後 二月以 内に
一 回 開催 す るほか、必要 が あ る場 合 に開催す る。

(招 集 )

第 四十 一条  評議員 会 は、法令 に別 段 の定 めが あ る場合 を除 き、理事会 の
決 議 に基 づ き理事長 が招集 す る。

2 評 議員 の総数 の三分 の一 以上 の評議員 は、共 同 して、理 事長 に対 し、
評議 員 会 の 目的で ある事項及 び招集 の理 由を示 して、評議員 会 の招集 を

請 求す る こ とがで きる。

3 評 議員 の総数 の三分 の一 以上 の評議員 は、共 同 して、理 事長 に対 し、
一 定 の事 項 を評議員会 の会議 の 目的 とす るこ とを請 求す る こ とがで き

る。 この場合 において、そ の請求 は、評 議員会 の 日の二十 日前 まで に し

な けれ ば な らない。

4 評 議員 会 を招集 す る場合 には、理事 会 におい て、次 に掲 げ る事項 を定
め、評議 員 に対 し、書 面又 は電磁 的方法 (評 議 員 の承諾 を得 た場合 に限

る。 )に よ り通知 しな けれ ば な らない。
一  会議 の 日時及 び場所
二  会議 の 目的で ある事項 が あ る ときは、 当該 事項
二  会議 の 目的で あ る事項 に係 る議案 (当 該 目的 で あ る事項 が議案 とな
る もの を除 く。 )に つ い て、議 案 が確 定 してい る ときはその概要 、議
案 が確 定 してい ない ときはその 旨

四 私 立 学校法施 行規則 で定 め る事項

第二節
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5 前 項 の通知 は、会議 の一 週 間前 まで に発 しなけれ ばな らない。

(評 議 員 に よる招集 )

第 四十 二条  前条第 二項 の規 定 に よる請 求 が あつた 日か ら二十 日以 内の 日
を評 議員 会 の 日とす る評 議 員 会 の招集 の通知 が発せ られ ない場合 に は、

同項 の規 定 による請 求 を した評議員 は、共 同 して、長 崎県知 事 の許 可 を

得 て 、評 議員会 を招集す る こ とがで きる。

2 前 項 の評議員 は、その全員 の協議 に よ り、前条第 四項各 号 に掲 げ る事
項 を定 め、他 の評 議員 に対 し、書 面又 は電磁 的方法 (他 の評 議員 の承諾

を得 た場合 に限 る。 )に よ り通知 しなけれ ばな らない。
3 前 項 の通知 は、会議 の一週 間前 まで に発 しなけれ ばな らない。

(監 事 に よる招集 )

第 四十 三条  第二十 九条第 二項 の規 定 に よ り監事 が評 議員 会 を招集 す る場
合 には、監事 は第 四十一 条第 四項第一 号 、第二号及 び第 四号 に掲 げ る事

項 を定 め、評議員 に対 し、書 面又 は電磁 的方法 (評 議 員 の承 諾 を得 た場

合 に限 る。 )に よ り通知 しな けれ ばな らない。
2 前 項 の通知 は、会議 の一週 間前 まで に発 しな けれ ばな らない。

(招 集 手続 の省 略 )

第 四十 四条  前三条 の規定 にかか わ らず 、評議員会 は、評議 員 の全員 の合
意 が あ る ときは、招集 の手続 を経 る こ とな く開催す る こ とが でき る。

(運 営 )

第 四十 五条  評議員 会 に議 長 を置 き、評議員 の互選 に よつて定 め る。

(決 議 )

第 四十 六条  評議員 会 の決 議 は、決議 につ いて特別 の利 害 関係 を有す る評
議員 を除 く評議員 の過 半数 が 出席 し、そ の過 半数 を もつて行 う。

2前 項 の規 定 にかか わ らず 、次 の決議 は、議決 に加 わ る こ とが で き る評議
員 の数 の三分 の二以 上 に当た る多数 を もつて行 わ な けれ ばな らない。

一  監事 の解任
二  私 立学校法第 九十二条第一項 に規 定す る決議
3前 二項 の規定 にか かわ らず 、役員 が任務 を怠 つた こ とに よつて生 じた損
害 につい て この法人 に対 し賠 償す る責任 を免 除す る決議 は、議決 に加 わ

る こ とがで き る評議 員 の全員 一致 を もつて行 わな けれ ばな らない。

4評 議員 は、書面又 は電磁 的方 法 に よ り評議員 会 の議 決 に加 わ るこ とがで
き る。

(議 事 録 )

第 四十 七条  評議員 会 の議 事 につ いて は、法令 で定 め る ところに よ り、議
事録 を作成 しなけれ ばな らない。
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2 議 事録 には、議長 、出席 した評議 員 の うちか ら互選 され た評議員 二名

以上及 び 出席 した監事 が署名 又 は記名 押 印 し、評議員 会 の 日か ら十年 間、

これ を事務所 に備 えて置 か な けれ ばな らない。

(役 員 の 出席 等 )

第 四十 人条  理事長 、代表 業務 執行理 事 、業務執行理 事及 び監事 は、評議
員 会 に出席 しなけれ ばな らない。

2 理 事長 、代表業務執行 理事 、業務 執行理事及 び監事 は、評議員 会 にお
い て 、評議員 か ら特 定 の事項 につい て説 明 を求 め られ た場合 には、 当該

事項 につい て必要 な説 明 を しな けれ ばな らない。

第七章 理事会 と評議員会の協議

(理 事 会及 び評議員 会 の協議 )

第 四十 九条  法令 又 は この寄附行 為 の定 める ところに よ り理 事会 の決議及
び評 議 員会 の決議 を必要 とす る事 項 につ いて理 事会 と評 議員 会 の決議

が異 な る場合 、理事長 は、更 に審 議 を尽 くす た めに、 当該 事項 を会議 の

目的 で あ る事項 として、再度評議員 会 を招集す る こ とがで き る。

2 全 て の理 事 は、前項 の評議 員 会 に出席 し、前項 の事項 に関 し改 めて必
要 な説 明 を行 うもの とす る。

3 評 議 員会 は、前項 の理 事 の説 明 を十分 に尊重 して、再度決議 を行 わな
けれ ばな らない。

第人章 予算及び事業計画等

(会 計 年 度 )

第五十 条  この法人 の会計年 度 は、 四月一 日に始 ま り、翌年 二月二十一 日
に終 わ る もの とす る。

(予 算 及 び事 業計画 )

第五十 一 条  この法人 の予算及 び事業計画 は、毎会計年 度 開始 前 に、理事
長 が編成 し、理事会 で決 議 しな けれ ばな らない。 これ に変 更 を加 え よ う

とす る とき も、同様 とす る。

(役 員 及 び評 議員 の報西州)

第五十 二条  役員及 び評議員 に対 して、別 に定 める報酬等 の支給 の基 準 に
従 つ て算 定 した額 を報酬 等 と して支 給す るこ とがで き る。
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(責 任 の免 除 )

第五十 二条  役員 が任務 を怠 つた こ とに よつて生 じた損 害 につ いて この法
人 に対 し賠償 す る責任 は、職務 を行 うにつ き善意 でかつ重大 な過失 がな

く、 そ の原 因や職務 執行状況 な どの事情 を勘案 して特 に必要 と認 め る場

合 には、役員 が賠償 の責任 を負 う額 か ら私 立学校法第 九十 二条 の規 定 に

基 づ く最低 責任 限度額 を控 除 して得 た額 を限度 として理 事会 の決議 に

よつて免 除す るこ とがで き る。

2 理 事 は、前 項 の規 定 に基 づ く責任 の免 除 (理 事 の責任 の免 除 に限 る。)
に関す る議案 を理事会 に提 出す るには、各 監事 の同意 を得 な けれ ばな ら

ない。

3 第 一 項 の決 議 を行 つた ときは、理 事長 は、遅滞 な く、私 立学校 法第九
十 二条 第二項各号 に掲 げ る事項及 び責任 を免 除す るこ とに異議 が あ る

場合 に は一 か月以 内に当該 異議 を述 べ るべ き旨を評議 員 に通知 しな け

れ ば な らない。

4 評 議員 の総数 の十分 の一 以上 の評 議 員 が前項 の期 間 内 に同項 の異議 を
述 べ た ときは、第一項 の規 定 に基 づ く責任 の免 除 を して はな らない。

5 第 一 項 の決議 が あつた場合 にお い て、 当該決議後 に同項 の役員 に対 し
退職慰 労金 そ の他 の私 立学校 法施行 規則 で定 める財 産 上 の利 益 を与 え

る とき は、評 議員 会 の決議 に よる承認 を受 けな けれ ば な らない。

(責任 限定契約 )

第二十 四条 理 事 (理 事長 、代表 業務 執行 理事 、業務執行 理 事及 び この法人

の職員 で あ る理事 を除 く。 以 下 この条 において 「非業務 執行 理事」 とい

う。 )又 は監 事 が任務 を怠 った こ とに よつて生 じた損 害 につ いて この法
人 に対 し賠 償 す る責任 は、 当該 非 業務執行理事又 は監 事 が職 務 を行 うに

つ き善意 で かつ重大 な過失 がない ときは、金 10万 円以上 で あ らか じめ
定 めた額 と私 立学校 法第 九十二条 の規 定 に基 づ く最低 責任 限度額 との

いず れ か高 い額 を限度 とす る 旨の契 約 を非業務執行理 事又 は監事 と締

結す る こ とが でき る。

第九章 資産及び会計

(資 産 )

第五 十 五 条  この法 人 の資産 は、財 産 目録記載 の とお りとす る。

(資 産 の 区分 )

第二 十 六条  この法 人 の資産 は、 これ を分 けて基本財 産 、運 用財 産及 び収
益 事業 用財 産 とす る。

2 基本 財 産 は、 この法人 の設 置す る学校 に必要 な施 設及 び設備 又 は これ
らに要 す る資金 と し、財産 目録 中基本財産 の部 に記載 す る財 産及 び将来
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基本財 産 に編 入 され た財 産 とす る。

3 運 用財 産 は、 この法人 の設 置 す る学校 の経 営 に必 要 な財 産 とし、財産
目録 中運用財 産 の部 に記載 す る財 産及 び将来運用財 産 に編入 され た財

産 とす る。

4 収益 事業用財 産 は、 この法人 の収益 を 目的 とす る事業 に必 要 な財 産 と
し、財 産 目録 中収益事業用財 産 の部 に記載す る財産及 び将来収益事業用

財 産 に編入 され た財 産 とす る。

5 寄 附金 品 につ いては、寄附者 の指 定 が ある場合 には、そ の指定 に従 っ
て基本財 産 、運用財 産又 は収益 事 業用財 産 に編入す る。

(基本財 産 の処分 の制 限 )

第五十 七条  基本財 産 は、 これ を処分 して はな らない。 た だ し、 この法人
の事業 の遂行 上や む を得 ない理 由が あ る ときは、理事会 の決 議 に よつて、

その一 部 に限 り処分す るこ とが で き る。

(積 立金 の保 管 )

第五十 人条  基本財 産及 び運用財 産 中の積 立金 は、確 実 な有価 証券 を購入
し、又 は確 実 な信託銀行 に信託 し、又 は確 実 な銀行 に定期 預金 とし、若

しくは定額 郵 便貯金 として理事長 が保 管す る。

(経費 の支弁 )

第五十 九条  この法人 の設置す る学校 の経 営 に要す る費用 は、基本財産並
び に運用財 産 中の不動産及 び積 立金 か ら生ず る果実 、授 業料 収入 、入学

金 収入 、検 定料収入 その他 の運 用財 産 をもつて支弁す る。

(会 計 )

第六十 条  この法人 の会計 は、学校法 人 会計基 準 に よ り行 う。
2 この法人 の会計 は、学校 の経 営 に関す る会計 (以 下 「学校 会計」 とい
う。 )及 び収益 事業 に関す る会 計 (以 下 「収益事業会計 」 とい う。 )に
区分す る もの とす る。

(予 算 外 の新 た な義務 の負担又 は権利 の放棄 )

第六十 一 条  予算 を もつて定 め る もの を除 くほか、新 た に義務 の負 担 を し、
又 は権利 の放 棄 を しよ うとす る ときは、理事会 で決議 しな けれ ばな らな

い。借 入 金 (当 該 会計年度 内の収入 を もつて償還す る一 時 の借入金 を除

く。 )に つ い て も、同様 とす る。

(事業 報告及 び決算 )

第六十 二条  この法人 の事業報告 及 び決 算 につ いては、毎会 計年 度 終了後、
理事長 が次 の書類 を作成 し、監事 の監査 を受 けた上 で、理 事会 の承認 を

受 けな けれ ば な らない。
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一  事業 報告
二  事業 報告 の附属 明細書
三  計算 書類
四 計算 書類 の附属 明細書
五  財 産 目録
2理 事長 は、前項 の承認 を受 けた書類 の うち、第一号 、第 二 号及 び第五号
の書類 の 内容 を定時評議員 会 に報告 し、そ の意 見 を聴 か な けれ ばな らな

セヽ 。

3収 益事業会計 の決算上生 じた利益金 は、その一部又は全部 を学校会計に
繰 り入れ なけれ ばな らない。

(財産 目録 等 の備 置 き及 び閲覧等 )

第六十 二条  この法人 は、毎会計年 度 終 了後 二月以 内 に役 員 等名 簿 (役 員
及 び評議 員 の氏名及 び住所 を記載 した名 簿 をい う。 以 下第 二項及 び第六

十 九条第 二号 において同 じ。 )を 作成 しな けれ ばな らない。
2 この法 人 は、前条第一項各 号及 び前 項 の書類 、監査報 告 、役 員及 び評
議 員 に対 す る報酬等 の支給 の基 準 を記載 した書類並び に この寄附行為

を事務 所 に備 えて置 き、請求 が あ つた場合 には、正 当な理 由が ある場合

を除い て、 これ を閲覧 に供 し又 は これ らの書類 の謄 本若 しくは抄本 を交

付 しな けれ ばな らない。

3 前項 の規 定 にかかわ らず 、 この法人 は、役員等名 簿 につ い て評議員 以
外 の者 か ら同項 の請 求 が あった場 合 には、役員等名 簿 に記載 され た事項

中、個 人 の住 所 に係 る記載 の部分 を除外 して、 同項 の閲覧 を させ 又 は交

付 をす る こ とがで き る。

(資 産 総額 の変更登記 )

第六十 四条  この法人 の資産総額 の変更 は、毎会計年 度末 の現在 に よ り、
会計年 度 終 了後 二月以 内 に登記 しな けれ ばな らない。

第十章 寄附行為の変更

(寄 附行為 の変 更 )

第六十 五条  この寄附行為 を変 更 しよ うとす る ときは、 あ らか じめ評議員
会 の意 見 を聴 き、理事 会 の決議 を得 て、長崎県知事 の認 可 を受 けな けれ

ば な らない。

2 前 項 の規 定 にかかわ らず 、私 立 学校 法施行 規則 に定 め る届 出事項 につ
い て は、 あ らか じめ評議員 会 の意 見 を聴 き、理事会 の決議 を得 て、長崎

県知事 に届 け出なけれ ばな らない。
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第十一章 解散及び合併

(解 散 )

第 六十 六条  この法 人 は、次 の各 号 に掲 げ る事 由に よつて解 散す る。
一  理 事 会 の決議 に よる決 定
二  この法人 の 目的 た る事業 の成 功 の不能
三  合 併
四 破 産 手続 開始 の決 定
五  長 崎 県知事 の解 散命 令
2 理 事会 は、前項第一号 の決議 をす る ときは、 あ らか じめ、評議 員会 の

意 見 を聴 か な けれ ばな らない。

3 第 一項 第一 号又 は第 二号 に掲 げ る事 由に よる解 散 は、長 崎県知事 の認
可 を受 け なけれ ばな らない。

(残 余財産 の帰属者 )

第六十七条  この法人が解散 した場合 (合 併又は破産手続 開始の決定によ
って解散 した場合 を除 く。 )に お ける残余財産 は、解散 の ときにおける
理事会 の決議 によ り選定 した学校法人又は教育の事業 を行 う公益社団

法人若 しくは公益財 団法人 に帰属す る。

(合 併 )

第 六十 人条  この法人 が合 併 しよ うとす る ときは、 あ らか じめ評議 員会 の

意 見 を聴 き、理事会 の決議 を得 て 、長 崎 県知事 の認 可 を受 けな けれ ばな

らない。

第 十 二 章  補 則

(情 報 の公 表 )

第六十 九条  この法人 は、次 の各 号 に掲 げ る場合 の 区分 に応 じ、遅滞 な く、
イ ンターネ ッ トの利 用 に よ り、 当該 各 号 に定 め る事項 を公 表 しなけれ ば

な らない。

一  寄 附行為若 しくは寄附行 為変 更 の認 可 を受 けた とき、又 は寄附行為
変 更 の届 出 を した とき 寄附行 為 の内容

二  計算 書類 及 び事業報告書並 び に これ らの附属 明細書 、監査報告 、財
産 目録 、役 員等名 簿並び に役 員 及 び評議員 に対す る報酬 等 の支給 の基

準 を記載 した書類 を作成 した とき これ らの書類 の内容

(公 告 の方 法 )

第七十 条  この法人 の公 告 は、 この法人 のホー ムペ ー ジに掲載す る方法 に
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よ り行 う。

(施 行 細則 )

第七十一 条  この寄 附行為 の施行 につ い て の細則 その他 この法人及 び この
法人 の設 置す る学校 の管理及 び運 営 に関 し必要 な事項 は、理 事会 が定 め

る。

附  則

1 この寄附行 為 は、長崎県知事 の認 可 の 日 (平成 17年 2月 23日 )か ら施
行す る。

2 この法 人 の設 立 当初 の役員 は、次 の とお りとす る。
理 事 (理 事 長 )岩 永  守 弘      監事      土肥  良男
理 事      岩永  城児      監事      弓削  和徳
理 事      梅木  誠一
理 事      緒方  肖治
理 事      吉 田 省 三

3 平成 20年 3月 31日 まで の間 は、第 23条 第 1項 第 2号 中「この法人 の設置
す る学校 を卒業 した者 」 とあ るの は、 「日本福祉整 体学院」 と読 み替 え

るもの とす る。

4 この変 更 後 の寄 附行為 は、長 崎 県知 事 の認 可 の 日 (平 成 18年 9月 5日 )
か ら施行 す る。

5 この変 更後 の寄附行為 は、平成 19年 10月 1日 か ら施行す る。
6 この変 更後 の寄附行為 は、平成 20年 3月 1日 か ら施 行す る。
7 この変 更後 の寄附行為 は、平成 21年 2月 1日 か ら施 行す る。
8 この変 更後 の寄附行為 は、平成 21年 12月 1日 か ら施行す る。
9 この変 更後 の寄 附行為 は、平成 25年 4月 1日 か ら施 行す る。
10 この変 更後 の寄附行為 は、平成 28年 4月 1日 か ら施行 す る。
11 この変 更後 の寄附行為 は、令 和 2年 4月 1日 か ら施 行す る。

附  則

この寄 附行 為 は、令 和 7年 4月 1日 か ら施行す る。

この寄 附行 為 の施行 の際、現 に在任 す る役員 又 は評議員 で あって、令

和 7年 度 の定 時評 議 員 会 の終結 の時 以 降 に任期 が満 了す る ものの任 期 に

つい て は、令 和 7年 度 の定時評議 員 会 の終結 の時 まで短縮 す る。

1

2
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